
令和7年分の年末調整における注意事項

　　一定要件の下、記載を要しない場合があります

【B】　「給与所得以外の所得の合計額」欄に記載する金額

65歳以上の人の公的年金控除額

330万円以下

330万円超 410万円以下

410万円超 770万円以下

770万円超 1，000万円以下

1,000万円超

65歳未満の人の公的年金控除額

130万円以下

130万円超 410万円以下

410万円超 770万円以下

770万円超 1，000万円以下

1,000万円超

【D】　配偶者、特定親族が海外に住んでいる場合

　以下の書類を提出してください
　 　　（扶養控除等申告書に添付した場合は提出不要です）

　 ・親族関係書類（あなたの親族であることを示す書類）

　 ・送金関係書類（あなたが令和7年中に配偶者、特定親族の
　　　生活費又は教育費に充てるために支払ったことを示す書類）

令和7年分の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書を作成するにあたっての注意事項です

令和7年中に受け取った給料や賞与等の合計額（パート・アルバイト収入を含む）を、「収入金額」欄に記載します。
この金額から、給与所得控除額を引いた金額が「所得金額」で、下表で求めます。

なお、所得金額調整控除を適用する場合は、適用後の所得金額を記載してください。※6

事業所得、雑所得、配当所得、不動産所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、利子所得等の合計額を記載します。
公的年金等の収入金額も雑所得としてここに含まれ、公的年金等控除額（公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を引いた額）を「所得金額」として加算します。
公的年金等控除額は、以下の表により求めます。

※1　 次のいずれかに当てはまる場合は対象外です
　　　　1. 青色事業専従者として給与を受け取っている
　　　　2. 白色事業専従者

※2　収入が給与所得のみの場合、年収が1,195万円以下
　　　　所得金額調整控除ありの場合は1,210万円以下

※3　収入が給与所得のみの場合、年収が2,015,999円以下
　　　公的年金等による雑所得のみの場合、
　　　　配偶者が65歳以上であれば243万円以下
　　　　　　　　　　65歳未満であれば２１４万円以下

※4　収入が給与所得のみの場合、
　　　　年収が123万円超188万円以下

【C】　配偶者、特定親族、扶養親族等の個人番号

1円～ 0円

公的年金等の収入金額　[c]
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

【A】　「給与所得」欄に記載する金額

[c]×２５％＋275,000円

651,000円～ [a]－650,000円

1,000万円以下 1,000万円超　2,000万円以下 2,000万円超

110万円 100万円 90万円

給与所得の「収入金額」　［a］ 給与所得の「所得金額」

[c]×２５％＋175,000円 [c]×２５％＋75,000円

[c]×1５％＋685,000円 [c]×1５％＋585,000円 [c]×1５％＋485,000円

1,755,000円

1,000万円超　2,000万円以下 2,000万円超

8,500,000円～ [a]－1,950,000円 60万円 50万円 40万円

公的年金等の収入金額　[c]
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

6,600,000円～ [a]×90％－1,100,000円 1,000万円以下

[a]÷4＝[b] (千円未満切捨）　→
1,900,000円～ [b]×2.８－80,000円

3,600,000円～

1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

※6 所得金額調整控除の額は、次の算式で計算します（①と②の両方がある場合はそれらの合計額）
　　①　（給与の「収入金額」（上限1,000万円）－850万円）×10％
　　②　給与所得控除後の給与等の金額（上限10万円）＋公的年金等に係る雑所得の金額（上限10万円）－10万円

[c]×２５％＋275,000円 [c]×２５％＋175,000円 [c]×２５％＋75,000円

[c]×1５％＋685,000円 [c]×1５％＋585,000円 [c]×1５％＋485,000円

[c]×５％＋1,455,000円 [c]×５％＋1,355,000円 [c]×５％＋1,255,000円

[b]×3.2－440,000円

[c]×５％＋1,455,000円 [c]×５％＋1,355,000円 [c]×５％＋1,255,000円

1,955,000円 1,855,000円

あなたについての記入欄
配偶者控除等申告書

配偶者（特別）控除を受けるために、

配偶者※1の収入等について記載します

対象者は、イ、ロの両方に当てはまる方です

イ あなたの令和7年の所得の見積額が1,000万円以下※2

ロ 配偶者の令和7年の所得の見積額が133万円以下※3

但し、あなた以外の所得者の扶養親族となっている場合は対象外です

基礎控除申告書

基礎控除を受けるため、

あなたの収入等について

記載する欄です

令和7年の所得の見積額が2,500万円以下

の方は、記載して提出してください

配偶者（特別）控除や所得金額調整控除を受

けない場合でも、提出が必要です

所得金額調整控除申告書

イ、ロの両方に当てはまる場合に

記載してください

イ 令和7年の年末調整の対象となる

給与の収入金額が850万円超

ロ あなたか扶養親族等が特別障害者、

又は、扶養親族が２３歳未満（平成15年1月

2日以後の生まれ）

【A】

【A】

【B】

【B】

公的年金等による収入は、

雑所得として【B】に含めます

【D】

【C】

【C】

「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」をもとに、

表を用いて、「配偶者控除の額」又は

「配偶者特別控除の額」を求めます

【C】

特定親族特別控除申告書

特定親族特別控除を受けるため、

特定親族の収入等について記載します

対象者は、イ、ロの両方に当てはまる方です

イ 生計を一にする親族※1で、19～22歳

（平成15年1月2日～平成19年1月1日生まれ）

ロ 令和7年の所得の見積額が

58万円超123万円以下※4

但し、あなたの配偶者、もしくは、あなた以外の所得者

の特定親族となっている方は、対象外です

特定親族は含まれません

配偶者控除等を適用する方は記載

（適用しない方は記載不要）

該当するものいずれか1つに✓ 扶養控除等申告書に記載済ならここに✓

表を用いて「特定親族特別控除の額」を求めます

【D】



【D】に○を付した場合

所得金額 収入の目安

以下、「所得」とは合計所得金額（給与所得や事業所得など、各種所得の合計額）をいいます。金額の目安は、右表をご参照ください。

★① 【源泉控除対象配偶者】 あなたと生計を一にする配偶者※1で、令和7年の所得の見積額が95万円以下の人、かつ、あなたの令和7年の所得の見積額が900万円以下

★② 【同一生計配偶者】 あなたと生計を一にする配偶者※1で、令和7年の所得の見積額が58万円以下の人

★③ 【扶養親族】 あなたと生計を一にする親族（配偶者以外）※1で、令和7年の所得の見積額が58万円以下の人

★④ 【控除対象扶養親族】 ★③の扶養親族のうち、16歳以上（平成22年1月1日以前生まれ）の人　但し、海外に住む30歳以上70歳未満の扶養親族については、一定の要件を満たす場合に限られます

★⑤ 【老人扶養親族】 ★④の控除対象扶養親族のうち、70歳以上の人（昭和31年1月1日以前生まれ）

★⑥ 【特定扶養親族】 ★④の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人（平成15年1月2日から平成19年1月1日までの生まれ）

★⑦ 【障害者（特別障害者）】 あなた、★②の同一生計配偶者、★③の扶養親族のうち、一定の障害に該当する人

★⑧ 【ひとり親】 あなたが戸籍上も事実上も独身（又は配偶者が生死不明）で、生計を一にする子※2があり、令和7年の所得の見積額が500万円以下の場合
※下線太字の金額は改正後のものです

★⑨ 【寡婦】 あなたが夫と離婚※3や死別（又は夫が生死不明）した後再婚していない女性で、★⑧のひとり親に該当せず、令和7年の所得の見積額が500万円以下の場合

★⑩ 【勤労学生】 あなたが一定の学校等の生徒・訓練生等で、令和7年の所得の見積額が85万円以下、かつ、給与所得等（勤労によって得た所得）以外の所得が10万円以下の場合

★⑪ 【特定親族】 あなたと生計を一にする19歳以上23歳未満の親族（配偶者以外）※1で、令和7年の所得の見積額が58万円超123万円以下の人

900万円

収入が給与所得のみの場合、
　年収が1,095万円
　所得金額調整控除を受ける場合は
　年収が1,110万円

次の書類で、未提出のものがあれば
提出してください

500万円
収入が給与所得のみの場合、
　年収が6,777,778円

85万円
収入が給与所得のみの場合、
　年収が150万円

95万円

収入が給与所得のみの場合、
　年収が160万円
収入が公的年金等のみの場合、
　65歳未満は1,633,334円
　65歳以上は205万円

★④又は障害者に該当する★②★③
が海外に住んでいる場合
以下の書類を提出してください

送金関係書類（あなたが令和7年中にその親
族の生活費又は教育費に充てるために支払っ
たことを示す書類）
【C】で「38万円以上の支払」に✓した場合は

38万円送金書類（その親族の生活費・教育
費に充てるための支払額が38万円以上である
ことを示す書類）の提出が必要です

親族関係書類や送金関係書類等を市区町村に
提出しなければならない場合があります

所得の見積額と給与・年金収入金額の目安

58万円

収入が給与所得のみの場合、
　年収が123万円
収入が公的年金等のみの場合、
　65歳未満は118万円
　65歳以上は168万円

令和7年分の年末調整における注意事項

【A】に個人番号を記載した場合
番号の確認が行える書類の写し

【B】に○を付した場合、
【C】の項目に✓を付した場合、又は
障害者に該当する★②★③が海外に
住んでいる場合

親族関係書類（あなたの親族であることを示
す書類）

【C】で「留学」に✓した場合は留学ビザ等書類
の提出も必要です

★①

★②

★④

★③

★⑤

★⑥

★⑦
★⑧

★⑨

★⑩

令和7年分の扶養控除等（異動）申告書を修正・追記するにあたっての注意事項です

【A】

【D】

【C】

【B】

その親族が海外に住んでいる場合は、

令和7年の送金額を記載してください記載事項に

変更は

ありませんか

改正、結婚、離婚、出生、子の

就職、死亡、配偶者の産休・

育休など、令和7年に家族に

ついて変更があった場合、受

けられる控除にも変更が生

じます

新しい情報があれば加筆し

てください

訂正がある場合は、訂正箇

所を二重線で打ち消し、余白

に新しい情報を記載してくだ

さい

令和7年中に変更があり、

この申告書に加筆・修正し

た場合は、

ここにその月日と事由を

簡潔に記載してください

（例）

９月３０日 結婚

１１月１５日 出生

この欄を記載していても、配偶者（特別）控除を受

ける場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」

の提出が別途必要です

記載済の親族が 特定親族に該当した場合は、二重線で打ち

消し、右欄にその月日と事由を記載してください

なお、その親族について特定親族特別控除の適用を受ける場合は、

「給与所得者の特定親族特別控除申告書」に記載してください

★⑪

所得要件等が

改正されました

★①～★⑪をご確認ください

（下線太字と★⑪が改正部分）

新たに扶養控除等の

対象となった親族は

いませんか？

※1 青色事業専従者として給与を

受ける人や白色事業専従者は

含まれません

※2 他の人の★②又は★③に該当

せず、 令和7年の総所得金額

(合計所得金額に繰越控除を

適用した金額）が58万円以下

の子に限られます

※3 離婚の場合は、★③の扶養親族

がいる場合に限られます



令和7年分の年末調整における注意事項 令和7年分の保険料控除申告書を作成するにあたっての注意事項です
この申告書を提出する際は、◆印の証明書類を添えて提出してください

生命保険料に

ついての記載欄

生命保険料控除を受けるため、

あなたが令和7年中に支払った生

命保険料について記載する欄です

★① 一般の生命保険料

★② 介護医療保険料

★③ 個人年金保険料

の3つに区分して記載します

生命保険会社から届いた

「生命保険料控除証明書」

又は契約証書などを確認しながら

記載してください

【支払いがある場合の提出書

類】

◆生命保険料控除証明書
（旧生命保険料で一契約の保険料額が

9,000円以下の場合を除く）

地震保険料に

ついての記載欄

地震保険料控除を受けるため、

あなたが令和7年中に支払った地震

保険料について記載する欄です

保険会社から届いた

「地震保険料控除証明書」

又は契約証書などを確認しながら

記載してください

【支払いがある場合の提出書類】

◆地震保険料控除証明書

社会保険料に

ついての記載欄

社会保険料控除を受けるため、

あなたが令和7年中に直接支払った

国民年金保険料、国民年金基金掛金、

国民健康保険料などについて

記載する欄です

※給与から差し引かれた保険料は

含まれません

※親族分を支払った場合も、ここに

記載してください

【支払いがある場合の提出書類】

◆国民年金保険料を

支払ったことの証明書類

（厚生労働省が発行したもの）

◆国民年金基金掛金を

支払ったことの証明書類

（国民年金基金が発行した

もの）
小規模企業共済等掛金についての記載欄

iDeCo（個人型確定拠出年金）の掛金など、

あなたが令和7年中に直接支払った小規模企業共済等掛金について

記載する欄です

【支払いがある場合の提出書類】

◆その掛金を支払ったことの証明書類

「介護医療保険料」に該当するかどうかは、

「控除証明書」の内容でご判断ください

（例）介護医療証明額 新制度（介護医療）

介護医療用 など

★①

★②

★③

毎月の掛金額のみ記載がある場合は、

月数分を乗じて金額を計算します

「前納減額金」に金額の記載がある場合は、

その分を掛金から控除します

毎月の給与から差し引かれた掛金については、

ここに記載する必要はありません

国民年金保険料について、2年前納を行い

「各年に申告する方法」を選択した場合は、

◆令和7年分に対応する控除証明書

を切り取って提出してください

新旧いずれに該当するかは、

「控除証明書」を見てご判断ください



【A】に個人番号を記載した場合

【B】に○を付した場合

【C】の項目に✓を付した場合

所得金額 収入の目安

以下、「所得」とは合計所得金額（給与所得や事業所得など、各種所得の合計額）をいいます。金額の目安は、右表をご参照ください。

★① 【源泉控除対象配偶者】 あなたと生計を一にする配偶者※1で、令和8年の所得の見積額が95万円以下の人、かつ、あなたの令和8年の所得の見積額が900万円以下

★② 【同一生計配偶者】 あなたと生計を一にする配偶者※1で、令和8年の所得の見積額が58万円以下の人

★③ 【扶養親族】 あなたと生計を一にする親族（配偶者以外）※1で、令和8年の所得の見積額が58万円以下の人

★④ 【源泉控除対象親族】 ★③の扶養親族のうち、16歳以上（平成23年1月1日以前生まれ）の人※2または★⑪の特定親族のうち令和8年の所得の見積額が100万円以下の人

★⑤ 【老人扶養親族】 ★④の控除対象扶養親族のうち、70歳以上の人（昭和32年1月1日以前生まれ）

★⑥ 【特定扶養親族】 ★④の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人（平成16年1月2日から平成20年1月1日までの生まれ）

★⑦ 【障害者（特別障害者）】 あなた、★②の同一生計配偶者、★③の扶養親族のうち、一定の障害に該当する人

★⑧ 【ひとり親】 あなたが戸籍上も事実上も独身（又は配偶者が生死不明）で、生計を一にする子※3があり、令和8年の所得の見積額が500万円以下の場合

★⑨ 【寡婦】 あなたが夫と離婚※4や死別（又は夫が生死不明）した後再婚していない女性で、★⑧のひとり親に該当せず、令和8年の所得の見積額が500万円以下の場合

★⑩ 【勤労学生】 あなたが一定の学校等の生徒・訓練生等で、令和8年の所得の見積額が85万円以下、かつ、給与所得等（勤労によって得た所得）以外の所得が10万円以下の場合

★⑪ 【特定親族】 あなたと生計を一にする19歳以上23歳未満の親族（配偶者以外）※1で、令和8年の所得の見積額が58万円超123万円以下の人

令和8年分の申告書作成時の注意事項
次の場合は、この申告書とともに
以下の書類を提出してください

番号の確認が行える書類の写し

親族関係書類（あなたの親族であることを示
す書類）

親族関係書類（あなたの親族であることを示
す書類）

「留学」に✓した場合は留学ビザ等書類の提
出も必要です

親族関係書類（あなたの親族であることを示
す書類）

500万円
収入が給与所得のみの場合、
　年収が6,777,778円

900万円

上記【B】及び【C】の親族以外に、
障害者に該当し、海外に住んでいる
★②又は★③の親族がいる場合

収入が給与所得のみの場合、
　年収が1,095万円
　所得金額調整控除を受ける場合は
　年収が1,110万円

所得の見積額と給与・年金収入金額の目安

58万円

収入が給与所得のみの場合、
　年収が123万円
収入が公的年金等のみの場合、
　65歳未満は118万円
　65歳以上は168万円

85万円
収入が給与所得のみの場合、
　年収が150万円

95万円

収入が給与所得のみの場合、
　年収が160万円
収入が公的年金等のみの場合、
　65歳未満は1,633,334円
　65歳以上は205万円

100万円
収入が給与所得のみの場合、
　年収が165万円

令和8年分の扶養控除等（異動）申告書を作成するにあたっての注意事項です
あなたについての記載欄

★①の配偶者に

ついての記載欄

★④の

源泉控除対象親族

についての記載欄

以下の親族についての記載

欄です。

・ ★③の扶養親族のうち、

16歳以上の親人

・ の特定親族のうち、

令和8年の所得の見積額

が100万円以下の人

あなたと、

★②の配偶者、

★③の扶養親族

についての記載欄

障害者控除、寡婦控除、ひと

り親控除、勤労学生控除を

受けるための記載欄です

住民税の計算上必要

な記載欄

※1 青色事業専従者として給与を

受ける人や白色事業専従者は

含まれません

※2 海外に住む30歳以上70歳未

満の扶養親族については、一定

の要件を満たす場合に限られます

※3 他の人の★②又は★③に該当

せず、 令和8年の総所得金額

(合計所得金額に繰越控除を

適用した金額）が58万円以下

の子に限られます

※4 離婚の場合は、★③の扶養親族

がいる場合に限られます

★④

★①

★② ★③

★⑤

★⑥

★⑦ ★⑧

★⑩

★⑨

配偶者・扶養親族等の個人番号については、

番号が確認できる書類の提出は不要です

間違いのないようご記載ください

【A】

【B】

【C】
その親族が海外に住んでいる場合、

【C】のいずれかに✓が必要です

障害者について、氏名・障害の状況、交付を受けている手帳の種

類、交付年月日、障害の程度を、ここに記載してください

あなたが勤労学生の場合は、学校名、入学年月日と、令和8年中

の所得の種類とその見積額を記載します

専修学校等や職業訓練法人の場合、証明書の提出も必要です

続柄の記載を

お忘れなく

★⑥または★⑪の親族は

いずれかに✓

★⑤の老人扶養親族について、

あなた又は配偶者の直系尊属で

ふだん同居している場合は

「同居老親等」に✓

それ以外の場合は「その他」に✓

障害者について該当欄に✓を付し、

扶養親族は人数も記載してください

あなたが★⑧★⑨★⑩に該当する場合は

ここに✓を付してください

★⑪

お忘れなく！
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